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自立支援を阻害する主な原因①
データの標準がない

書類が多すぎて大変だ フレイル度の測定・対策方法が分からない
データ入力する時間が取れない 低栄養リスク利用者への対策が難しい
PCの台数が足りない 医療系情報が入手できない

①加算等の行政事務作業は、全て紙で管理する前提になっており
施設間で情報共有する前提になっていない

②法律では、実施したサービスの内容の記録しか求めいない
医療や身体の情報管理は求められないため、職員の知識もつかない

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）
第百十八条の二 二 次条において準用する第十九条第二項に規定する

提供した具体的なサービスの内容等の記録

介護
現場



介護業務支援ソフトは介護記録・レセ請求を主目的に商業的に発展。157種類以上の介護業務
支援ソフトがあるが、各々のデータ仕様やカバーする機能はバラバラとなっており、かつ電子
カルテや他社の介護業務支援ソフトとの連携性が極めて低い状況となっている。

*企業情報検索サイト(https://baseconnect.in/)より

介護業務支援ソフトの現状





新たな介護支援ソフトの提案

「統合介護記録システム (仮称)」
(国でクラウド整備）

介護事業所A

医療情報

介護事業所C
追加機能

データ連携

データ
連携

データ入力

統合介護記録

医
療
・
介
護
情
報
連
携

データ更新

データ連携

データ参照

データ参照

入力

参照

参照

IoTの利用等の高度なデータ管理
等のサービスは介護ソフト（民
間）が提供

医療情報との連携によ
り、介護での医療情報
活用を促進（医療での
介護情報活用も検討）

他事業所での情報や医療情報を効
率的に確認可能

データ入力

連携

介護事業所支援機能
データ利用のノウハウの
提供等、介護事業所向け
の支援機能の構築も検討

介護事業所B 追加機能
データ
連携入力

国が被介護者のヒストリカルな統合
介護記録（標準的な情報）を管理す
る仕組みを提供
※自立支援介護に必要な共有すべき
情報を法的に明確化、介護記録の記
載要領の標準化も必要



新たな医療･介護等連携による介護記録システムの推進体制

「統合介護記録システム（仮称）」管理組織

介護事業所 介護ソフトベンダー

厚生労働省

ガバナンス
制度運用に関
する通達等

サービス
提供

サービス提供
運用・ITに関す
る通達・支援等

事業運営

企画・設計・ガバナンス

連携

「統合介護記録システム（仮称）」整備・運用
連携仕様標準化

システム活用支援

標準化支援

介護の質向上をミッ
ションとする組織を明
確化

介護ソフトの標準化に
伴う技術面・財務面で
のサポートを検討

介護事業所へのシステ
ム利用方法の質問対応、
医療・介護両面での
データを活用したケア
の実践方法を提供


